
位
色
の
変
遷
と
朱
花

1
飛
鳥
か
ら
白
鳳
へ

増

田

美

子

　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
）

　
先
に
、
拙
稿
「
冠
位
十
二
階
の
当
色
に
つ
い
て
」
　
（
『
服
飾
美
学
』
第
七
号
）
で
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
服
制
で
あ
る
冠
位
十
二
階

の
徳
．
仁
．
礼
．
信
．
義
・
智
に
相
当
す
る
位
色
及
び
冠
位
十
二
階
か
ら
大
化
三
年
（
7
4
6
）
の
七
色
十
三
階
へ
の
位
階
制
の
変
遷
に
つ
い

て
私
論
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
、
七
色
十
三
階
以
降
の
変
遷
と
、
服
飾
史
上
一
区
画
を
な
す
白
鳳
時
代
の
服
装
制
度
に
焦
点

を
あ
て
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
冠
位
十
二
階
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
四
十
四
年
後
の
孝
徳
天
皇
大
化
三
年
（
了
4
6
）
に
、
冠
位
十
二
階
を
改
定
し
て
七
色
十
三
階
の
位
冠
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

が
定
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
是
歳
、
制
二
七
色
一
十
三
階
之
冠
ゆ
一
日
、
織
冠
。
有
二
大
小
二
階
↓
以
レ
織
為
之
。
以
レ
繍
裁
二
冠
之
縁
殉
服
色
並
用
二
深
紫
殉
二
日
、
繍

　
冠
。
有
二
大
小
二
階
殉
以
レ
繍
為
之
。
其
冠
之
縁
、
服
色
、
並
同
二
織
冠
ゆ
三
日
紫
冠
。
有
二
大
小
二
階
ゆ
以
レ
紫
為
之
。
以
レ
織
裁
二
冠
之

　
縁
殉
服
色
用
二
浅
紫
↓
四
日
、
錦
冠
。
有
二
大
小
二
階
ゆ
其
大
錦
冠
、
以
二
大
伯
仙
錦
一
為
之
。
以
レ
織
裁
二
冠
之
縁
弔
其
小
錦
冠
、
以
二
小
伯
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仙
錦
一
為
之
。
以
二
大
伯
仙
錦
↓
裁
二
冠
之
縁
殉
服
色
並
用
二
真
緋
殉
五
日
青
冠
。
以
二
青
絹
一
為
之
。
有
二
大
小
二
階
幻
其
大
青
冠
、
以
二
大

　
伯
仙
錦
↓
裁
二
冠
之
縁
↓
其
小
青
冠
、
以
二
小
伯
仙
錦
↓
裁
二
冠
之
縁
幻
服
色
並
用
レ
紺
。
六
日
、
黒
冠
。
有
二
大
小
二
階
ゆ
其
大
黒
冠
、

　
以
二
車
形
錦
↓
裁
二
冠
之
縁
殉
其
小
黒
冠
。
以
二
菱
形
錦
↓
裁
二
冠
之
縁
↓
服
色
並
用
レ
緑
。
七
日
、
建
武
、
額
罫
敬
゜
以
二
黒
絹
一
為
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
・
　
一

　
以
レ
紺
裁
二
冠
之
縁
↓
別
有
二
鐙
冠
⑩
以
二
黒
絹
一
為
之
。
其
冠
之
背
、
張
二
漆
羅
↓
以
二
縁
與
ワ
鋼
、
異
二
其
高
下
ゆ
形
似
二
於
蝉
弔
小
錦
冠
以

　
上
之
鋼
、
雑
二
金
銀
一
為
之
。
大
小
青
冠
之
鋼
、
以
レ
銀
為
之
。
大
小
里
…
冠
之
鋼
、
以
レ
銅
為
之
、
建
武
之
冠
、
無
レ
鋼
也
。
此
冠
者
、
大

　
會
、
饗
客
、
四
月
七
月
斎
時
、
所
レ
着
焉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

冠
位
十
二
階
か
ら
七
色
十
三
階
へ
の
位
冠
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
　
「
冠
位
十
二
階
の
当
色
に
つ
い
て
」
で
論
及
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で

は
省
略
す
る
が
、
こ
の
時
に
、
位
冠
と
は
別
に
「
鐙
冠
」
の
制
を
定
め
て
い
る
。
　
『
日
本
書
記
』
の
、
「
別
有
二
鐙
冠
一
」
以
下
の
解
釈
で

あ
る
が
、
従
来
三
通
り
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
つ
は
、
「
以
二
黒
絹
一
為
之
」
ま
で
が
鐙
冠
の
説
明
で
、
「
其
冠
之
背
」
の
「
其
冠
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
位
冠
を
さ
し
て
お
り
、
従
っ
て
以
下
の
文
は
全
て
位
冠
の
形
や
鋼
の
説
明
で
あ
る
と
す
る
も
の
。
二
つ
は
、
　
「
形
似
二
於
蝉
ご
ま
で
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

鐙
冠
の
説
明
と
し
、
以
下
を
冠
全
体
の
説
明
と
す
る
解
釈
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、
　
「
別
有
二
鐙
冠
己
以
下
全
て
鐙
冠
の
説
明
と
す
る
解
釈

で
あ
る
。
一
、
二
の
解
釈
は
、
「
此
冠
者
、
大
會
、
饗
客
、
四
月
七
月
斎
時
、
所
レ
着
焉
。
」
が
、
位
冠
の
説
明
と
な
る
か
ら
勿
論
で
あ
る

が
、
三
番
目
の
解
釈
を
し
て
お
ら
れ
る
田
中
尚
房
氏
ま
で
も
、
位
冠
を
儀
礼
用
の
冠
、
鐙
冠
を
日
常
用
の
冠
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
お
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
読
む
限
り
は
お
い
て
は
、
む
し
ろ
逆
に
、
位
冠
が
日
常
用
、
鐙
冠
が
儀
礼
用
と
解
釈
す

る
方
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
「
其
冠
之
背
」
の
「
其
冠
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
す
ぐ
前
の
鐙
冠
を
さ
し
て
お
り
、
以
下
の
文
は
全
て

鐙
冠
の
説
明
と
し
か
解
釈
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
　
「
以
二
縁
與
・
鋼
、
異
二
其
高
下
一
」
と
、
縁
と
鋼
で
位
階
を
区
別
し
た
と
記
る
さ
れ
て

お
り
、
位
冠
は
既
に
冠
と
縁
の
材
質
及
び
色
で
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
に
更
に
重
ね
て
縁
と
釧
で
区
別
す
る
と
明
記
す
る
必
要
は
な

一28一



い
・
縁
は
主
と
し
て
大
小
の
別
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
異
二
其
高
下
一
」
の
高
下
は
大
小
と
も
と
れ
る
が
、
鋼
は
錦
冠
以

上
、
青
冠
、
黒
冠
の
区
別
で
あ
り
、
位
冠
の
場
合
は
こ
と
さ
ら
鋼
で
区
別
す
る
と
記
る
す
必
要
も
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
縁
と
銀
で
高
下

を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
一
様
に
黒
絹
で
作
ら
れ
る
鐙
冠
の
み
で
あ
る
。
即
ち
、
第
二
の
説
で
あ
る
鋼
の
説
明
以
下
を
冠
全
体
の

説
明
と
す
る
解
釈
も
、
こ
れ
か
ら
す
る
と
矛
盾
し
た
も
の
と
な
り
、
　
「
其
冠
之
背
」
以
下
は
全
て
鐙
冠
の
説
明
と
す
る
の
が
順
当
と
思
わ

れ
る
。
よ
っ
て
、
銀
を
さ
す
の
は
鐙
冠
と
な
り
、
こ
れ
は
、
会
集
や
儀
礼
の
時
に
か
ぶ
る
冠
で
あ
る
。
位
冠
は
、
織
や
錦
で
作
ら
れ
る
華

麗
な
も
の
な
の
で
、
儀
礼
冠
と
の
錯
覚
を
起
し
や
す
い
が
、
し
か
し
、
冠
位
十
二
階
で
制
定
さ
れ
た
位
冠
は
、
あ
く
ま
で
も
日
常
朝
廷
で

か
ぶ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

　
唯
元
日
着
二
髪
花
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
）

と
、
元
日
等
儀
礼
の
時
に
警
花
を
つ
け
て
儀
礼
的
華
や
か
さ
を
持
た
せ
る
と
い
う
記
述
で
も
う
か
が
え
る
。
推
古
天
皇
十
六
年
（
8
0
6
）

に
、
階
使
斐
世
清
を
迎
え
た
時
の
筈
花
も
、
十
九
年
（
1
1
6
）
に
菟
田
野
に
薬
猟
り
し
た
時
の
讐
花
も
同
様
の
意
味
で
つ
け
た
も
の
で
あ

る
。
即
ち
、
位
冠
は
、
儀
礼
冠
で
は
な
く
、
日
常
朝
廷
に
お
い
て
位
階
を
明
確
に
す
る
為
に
か
ぶ
る
冠
で
あ
る
。
し
か
し
、
礼
冠
の
定
め

が
な
か
っ
た
の
で
、
髪
花
を
さ
す
こ
と
に
よ
り
、
儀
礼
的
意
味
を
持
た
せ
て
い
た
。
こ
の
大
化
三
年
に
至
っ
て
初
め
て
、
儀
礼
冠
で
あ
る

鐙
冠
の
制
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
冠
は
、
黒
絹
製
で
、
製
織
に
は
高
度
な
技
術
を
要
す
る
1
従
っ
て
相
当
高
価
な
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
ー
羅
に
漆
を
塗
り
、
こ
れ
を
背
に
張
っ
て
蝉
に
似
た
形
に
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
織
冠
位
、
繍
冠
位
の
人
は
い
ず
れ
も
繍

の
縁
飾
り
が
つ
き
、
金
銀
製
の
鋼
を
さ
し
、
紫
冠
位
、
大
錦
冠
位
は
織
の
縁
飾
り
で
金
銀
製
の
鋼
、
小
錦
冠
位
は
大
伯
仙
錦
の
縁
飾
り
で

金
銀
製
の
銀
、
大
青
冠
位
も
大
伯
仙
錦
の
縁
飾
り
で
銀
製
の
鋼
、
小
青
冠
位
の
人
は
小
伯
仙
錦
の
縁
飾
り
に
銀
製
の
鋼
、
大
黒
冠
位
は
車

形
錦
の
、
小
黒
冠
位
は
菱
形
錦
の
縁
飾
り
で
、
い
ず
れ
も
銅
製
の
鋼
、
建
武
は
紺
の
縁
飾
り
で
鋸
は
つ
け
な
か
っ
た
。
こ
の
鐙
冠
の
制
と
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服
色
の
制
と
を
ま
と
め
て
表
に
す
る
と
表
1
の
如
く
な
る
。
こ
の
鐙
冠
の
制
で
は
、
織
冠
位
と
繍
冠
位
、
ま
た
、
紫
冠
位
と
大
錦
冠
位
が

建
武

　
小

黒
－

　
大

　
小

青
ー

　
大

　
小

錦
－

　
大

紫

大小

繍

大小

織

大小
冠
位

黒
　
絹

（
黒
絹
）

青
　
絹

小
伯
仙
錦

大
伯
仙
錦

紫繍織
冠
材
質

紺
菱
形
錦

車
形
錦

小
伯
仙
錦

｝大

倹
蜍
ﾑ

織繍
縁
飾
り

不
明

緑紺

　　　　　　　　　　金

銀

真
緋

浅
紫

深
紫

服
色

大
　
　
化
　
　
三
　
　
年

立
　
身

大

乙

上下

小

乙

上下

大

山

上下

小

山

上下

大

花

上下

小

花

上下

紫

大小

織

大小

繍

大小

冠
　
位

大
化
五
年

表中の（

　（表1）

）は推測のものを意味する
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同
じ
冠
と
銀
と
な
る
が
、
紫
冠
位
と
大
錦
冠
位
は
服
色
が
そ
れ
ぞ
れ
浅
紫
、
真
緋
と
異
る
の
で
識
別
さ
れ
る
。
織
冠
位
と
繍
冠
位
間
は
全

く
区
別
出
来
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
　
『
日
本
書
紀
』
を
追
っ
て
み
て
も
、
織
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
の
は
、
百
済
王
子
豊
璋
と
藤
原
鎌
足

の
み
で
あ
り
、
繍
冠
位
の
該
当
者
は
見
当
ら
な
い
。
即
ち
、
こ
の
両
位
は
よ
ほ
ど
の
人
物
で
な
け
れ
ば
叙
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
儀
礼
の
時
に
こ
と
さ
ら
区
別
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
位
冠
は
日
常
朝
廷
で
か
ぶ
る
冠
で
あ
る
と
い
う
性
格
規
定
は
、
服
装
制
度
の
変
遷
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ

る
。
冠
位
十
二
階
制
定
か
ら
天
智
天
皇
三
年
（
3
6
6
）
に
定
め
ら
れ
た
二
十
六
階
冠
位
ま
で
多
少
の
改
変
を
み
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
位

冠
制
は
、
天
武
天
皇
十
一
年
（
2
8
6
）
に
廃
止
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
十
四
年
（
晒
）
に
朝
服
の
色
に
よ
る
位
階
制
が
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
位
冠
制
と
朝
服
の
色
制
と
の
間
に
は
連
綿
と
し
た
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
大
化
三
年
（
7
4
6
）
の
七
色
十
三
階
の
位
階
制
は
、
二
年
後
の
大
化
五
年
（
醐
）
に
十
九
階
の
冠
位
制
に
改
め
ら
れ
、
大
小
錦
冠
は
大
小

花
冠
上
下
に
、
大
小
青
冠
は
大
小
山
冠
上
下
に
、
大
小
黒
冠
は
大
小
乙
冠
上
下
に
、
建
武
は
立
身
に
変
遷
し
た
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

名
称
変
更
と
細
分
化
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
名
称
変
更
は
、
冠
の
素
材
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
縁
飾
り
の
素
材
に
依
拠
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
第
一
表
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
錦
冠
は
伯
仙
錦
製
で
あ
り
、
伯
仙
は
一
般
に
は
博
山
の
文
様
と
言
わ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
冠
の
素
材
の
文
様
か
ら
名
づ
け
た
と
す
れ
ば
「
山
冠
」
と
な
る
は
ず
の
と
こ
ろ
が
、
「
花
冠
」
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
「
花
」
は
恐
ら
く
縁
飾
り
の
織
の
文
様
か
ら
き
た
名
称
で
あ
ろ
う
。
青
冠
が
「
山
冠
」
と
変
更
さ
れ
た
の
も
、
縁
飾
り
の

大
伯
仙
錦
、
小
伯
仙
錦
の
文
様
に
依
拠
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
黒
冠
は
「
乙
冠
」
．
と
名
称
変
更
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
乙
」
に
つ

い
て
は
、
中
国
の
鵡
冠
の
鵜
（
イ
ツ
）
の
音
か
ら
き
た
と
す
る
説
や
、
「
乞
」
　
（
燕
、
玄
鳥
）
あ
る
い
は
「
既
」
　
（
燕
、
玄
鳥
）
の
こ
と
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で
、
黒
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
乙
」
も
、
花
冠
の
「
花
」
、
山
冠
の
「
山
」
と
同
じ
く
黒
冠
の
縁
飾
り
の

文
様
に
よ
る
名
称
変
更
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
．
大
黒
冠
は
車
形
錦
の
縁
飾
り
で
あ
る
か
ら
「
乙
」
は
車
形
の
文
様
と
か
か
わ
晩
の
あ
る

名
称
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
天
智
天
皇
三
年
（
3
6
6
）
に
は
、
繍
冠
が
縫
冠
と
名
称
変
更
し
、
そ
し
て
、
花
冠
の
名
称
を
錦
冠
に
、
立
身
冠
の
名
称
を
建
冠
（
「
建

武
」
の
略
と
思
わ
れ
る
）
に
と
、
両
位
冠
名
を
大
化
三
年
（
7
4
6
）
の
位
冠
名
に
も
ど
し
、
錦
冠
以
下
を
更
に
細
分
化
し
て
．
二
十
六
階
冠

位
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
天
武
天
皇
十
一
年
（
2
8
6
）
三
月
に
、

　
親
王
以
下
、
百
寮
諸
人
、
自
レ
今
己
後
、
位
冠
及
裡
摺
脛
裳
、
莫
レ
着
。
亦
膳
夫
采
女
等
之
手
裾
肩
巾
、
潮
誹
慨
゜
並
莫
レ
服
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
書
紀
』
）

の
詔
が
出
さ
れ
て
、
推
古
天
皇
十
一
年
（
3
0
6
）
以
来
ほ
ぼ
八
十
年
間
、
朝
廷
に
お
け
る
位
階
表
示
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
位
冠
の
着
用

が
禁
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
四
月
に
は
、

　
自
レ
今
以
後
、
男
女
悉
結
レ
髪
。
十
二
月
惜
日
以
前
、
結
詑
之
。
唯
結
レ
髪
之
日
、
亦
侍
二
勅
旨
幻
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
書
紀
』
）

の
如
く
、
結
髪
令
が
出
さ
れ
、
そ
し
て
六
月
に
は
、

　
男
夫
始
之
結
レ
髪
。
価
着
二
漆
紗
冠
噸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
書
紀
』
）

と
、
男
夫
は
結
髪
し
て
、
漆
紗
冠
を
か
ぶ
っ
た
の
で
あ
る
。
天
武
天
皇
十
四
年
（
5
8
6
）
七
月
に
、
朝
服
の
色
に
よ
る
位
階
制
を
定
め
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
約
三
年
間
は
、
朝
廷
に
お
い
て
は
一
様
に
漆
紗
冠
を
か
ぶ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
位
階
は
、
従
来
の
位
冠
に
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相
応
す
る
服
色
に
よ
り
区
別
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
織
冠
・
縫
冠
位
は
深
紫
の
、
紫
冠
位
は
浅
紫
の
、
錦
冠
位
は
緋
の
、
山
冠

位
は
紺
の
、
乙
冠
位
は
緑
の
朝
服
を
着
用
し
て
出
廷
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
三
年
間
と
い
う
漸
定
期
間
を
お
い
て
、
従

来
の
冠
に
よ
る
位
階
表
示
か
ら
、
服
色
重
視
の
位
階
表
示
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
文
化
の
影
響
の
濃
厚
で
あ
っ
た
位
冠
制
を
廃
し

て
、
朝
服
の
色
に
よ
る
位
階
制
を
断
行
し
た
の
は
、
や
は
り
、
唐
風
へ
の
志
向
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　
十
四
年
の
正
月
に
は
、
爵
位
名
を
改
正
し
て
お
り
、
そ
し
て
七
月
に
、

　
勅
定
二
明
位
己
下
、
進
位
己
上
之
朝
服
色
殉
浄
位
己
上
、
並
着
二
朱
花
4
蘇
慨
罵
咄
云
二
正
位
深
紫
、
直
位
浅
紫
、
勤
位
深
緑
、
務
位
浅
緑
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
追
位
深
蒲
萄
、
進
位
浅
蒲
萄
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
書
紀
』
）

の
如
く
、
新
爵
位
に
基
い
て
朝
服
の
色
が
定
め
ら
れ
た
。

　
従
来
の
冠
位
制
で
は
、
藤
原
鎌
足
に
大
織
冠
、
ま
た
、
左
右
大
臣
を
始
め
と
し
て
勲
功
の
あ
っ
た
臣
下
に
大
紫
冠
が
さ
ず
け
ら
れ
て
い

る
一
方
、
美
濃
王
の
よ
う
な
皇
族
が
小
紫
冠
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
皇
族
、
臣
下
の
別
で
位
が
固
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

あ
る
。
ま
た
、
位
冠
制
と
は
別
に
、
諸
王
五
位
制
も
存
在
し
て
お
り
、
親
王
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
皇
族
に
は
別
体
系
の
位

階
制
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
両
体
系
を
一
つ
に
し
て
、
皇
族
の
位
と
臣
下
の
位
と
を
厳
然
と
区
別
し
た
の
が
、
こ
の
十
四
年
の
制
で
あ

る
。
明
位
、
浄
位
は
親
王
・
王
の
位
で
あ
り
、
そ
れ
は
朱
花
と
い
う
服
色
に
よ
り
明
示
さ
れ
た
。
諸
臣
は
、
正
位
以
下
進
位
ま
で
の
四
十

八
階
の
位
階
に
分
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
朝
服
は
、
紫
・
緑
・
蒲
萄
の
三
種
の
色
相
の
深
浅
、
即
ち
六
色
で
区
別
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
天
武
天
皇
十
四
年
（
5
8
6
）
に
、
朝
服
の
色
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
従
来
の
服
色
制
度
を
基
幹
と
し
た
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
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う
。
長
い
年
月
の
間
に
培
わ
れ
て
き
た
色
彩
に
対
す
る
感
情
－
今
問
題
と
な
る
の
は
尊
卑
の
感
情
で
あ
る
が
ー
が
簡
単
に
変
化
す
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
人
々
の
意
識
の
中
に
確
立
さ
れ
て
い
る
色
彩
感
情
を
基
盤
と
し
た
上
に
成
立
す
る
服
色
制
度
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
制
度

を
施
行
す
る
に
は
多
く
の
困
難
を
伴
う
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
朝
服
の
色
彩
制
度
を
考
え
る
上
で
、
ま
ず
、
天
智
天
皇
三
年
（
3
6
6
）

の
位
冠
制
と
の
関
連
を
み
て
み
た
い
。
こ
の
間
に
は
壬
申
の
乱
が
あ
り
、
支
配
者
層
の
大
幅
な
変
化
交
替
が
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
天
智

天
皇
三
年
に
叙
さ
れ
た
冠
位
保
持
者
で
、
天
武
天
皇
十
四
年
の
制
で
爵
位
を
授
け
ら
れ
た
数
が
少
い
の
で
あ
る
が
、
　
『
日
本
書
紀
』
を
お

っ
て
み
る
と
、

羽
田
真
人
八
国

當
麻
真
人
広
麻
呂

大
伴
宿
禰
安
麻
呂

粟
田
朝
臣
真
人

藤
原
朝
臣
大
島

　
采
女
朝
臣
竺
羅

佐
伯
宿
禰
広
足

伊
吉
連
博
徳

の
如
く
で
あ
る
。
更
に
、

大
伴
宿
禰
御
行

文
忌
寸
智
徳

大
錦
下
↓
直
大
三
（
卒
り
て
直
大
一
に
）

小
錦
上
↓
直
大
三
（
卒
り
て
直
大
一
に
）

小
錦
中
↓
直
広
三

小
錦
下
↓
直
大
四

小
錦
下
↓
直
大
四
↓
直
大
二

小
錦
下
↓
直
大
四

小
錦
下
↓
直
広
四

小
山
下
↓
務
大
二

持
統
朝
に
至
っ
て
叙
任
さ
れ
た
の
を
加
え
る
と
、

小
錦
上
↓
正
広
四

小
錦
下
↓
直
大
一
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多
臣
品
治
　
　
　
　
　
小
錦
下
↓
直
広
一

　
文
忌
寸
赤
麻
呂
　
　
　
大
山
中
↓
直
大
四

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
持
統
朝
に
み
ら
れ
る
四
名
は
、
い
ず
れ
も
天
武
朝
の
者
よ
り
も
原
冠
位
に
比
べ
て
上
位
が
授
け
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
文
忌
寸
智
徳
が
持
統
天
皇
六
年
（
1
9
6
）
、
大
伴
宿
禰
御
行
が
同
八
年
（
脇
）
、
文
忌
寸
赤
麻
呂
が
同
九
年
（
脳
）
、
多
臣
品
治

が
同
十
年
（
5
9
6
）
に
叙
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
既
に
叙
さ
れ
て
い
た
の
が
昇
進
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に
大
伴
宿
禰
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

行
は
、
正
広
四
と
相
当
な
高
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
時
に
や
は
り
正
広
四
を
授
け
ら
れ
た
布
勢
朝
臣
御
主
（
人
）
は
、
直
大
三
か

ら
直
大
一
、
そ
し
て
正
広
四
と
昇
任
し
て
お
り
、
恐
ら
く
大
伴
宿
禰
御
行
も
同
様
の
道
を
歩
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
持
統
朝

に
み
ら
れ
る
四
名
を
除
外
し
て
考
え
る
と
、
小
錦
冠
位
で
あ
っ
た
人
は
直
大
三
か
ら
直
広
四
の
間
が
授
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
大
錦
下

の
人
も
直
大
三
で
あ
り
、
小
山
下
の
人
は
務
大
二
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
天
智
天
皇
三
年
の
二
十

六
階
冠
位
か
ら
天
武
天
皇
十
四
年
の
爵
位
制
へ
の
変
遷
は
表
2
の
如
く
な
る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
表
2
に
よ
り
、
服
色
制
度
の
変
遷
を
み
る
と
、
紫
冠
位
で
あ
っ
た
人
は
、
従
来
浅
紫
の
朝
服
を
着
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
新

制
度
で
は
、
深
紫
の
朝
服
と
な
り
、
こ
れ
は
、
元
は
織
冠
位
、
縫
冠
位
の
服
色
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
上
の
位
の
服
色
を
着
用
す
る
こ
と
と

な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
同
様
に
、
錦
冠
位
で
あ
っ
た
人
も
、
元
服
色
は
真
緋
で
あ
っ
た
が
、
一
つ
上
の
色
で
あ
る
浅
紫
を
着
用
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
山
冠
位
で
あ
っ
た
入
は
、
紺
の
服
色
か
ら
、
逆
に
、
一
つ
下
位
の
乙
冠
位
の
服
色
で
あ
っ
た
緑
に
下
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
新
た
に
、
追
位
、
進
位
の
色
と
し
て
蒲
萄
色
が
定
め
ら
れ
た
。

　
蒲
萄
は
、
養
老
令
の
衣
服
令
に
も
そ
の
名
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
　
『
令
集
解
』
は
、

　
蒲
藺
剛
者
、
紫
色
之
最
浅
者
也
。
釈
云
。
…
…
。
蒲
陶
青
色
也
。
俗
云
。
鳩
染
也
。
古
記
云
。
…
…
。
蒲
督
陶
謂
青
色
鳩
染
是
也
。
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推
古
十
一
年

大
化
三
年

大
化
五
年

天
智
三
年

天

武

十

四

年

持

統

四

年

冠

位

冠

色

冠

位

服

色

冠

位

冠

位

爵
位

服
色

爵
位
一
服
色

爵
位

服
色

爵
位
「
服
色

織

大小

深

紫

織

大小

織

大小

明

朱
花

繍

大小

深

紫

繍

大小

縫

大小

紫

大小

浅

紫

紫

大小

紫

大小

浄
四三二一

朱
花

古
ひ毎

大　小

（緋）

錦

大　小

緋

仁

大　小

（青）

青

大　小

紺

礼

大小

（赤）

昔
ロイ

大小

（黄）

義

大小

（白）

智

大小

（黒）

黒

大　 小

緑

下

大
乙

上

小
山
下

　
　
上

　
　
下

大
山

　
　
上

小
花
下

　
　
上

　
　
下

大
花

　
　
上

大
錦

上中下

　
　
下

大
乙
中

　
　
上

　
　
下

小
山
中

　
　
上

　
　
下

大
山
中

　
　
上

　
　
下

小
錦
中

　
　
上

四三
直

二

　
一

四

王
～

　
一

深
紫

明 浄
四三二　一

黒
紫

赤
紫

正
一二三四

赤
紫

浅
紫

　　

l
　　

O
直　　　　

@一

緋

勤
一二三四

深
緑

勤
一一 �O四

深
緑

務
一二三四

浅
緑

小
乙

上下

　
　
下

小
乙
中

　
　
上

建

武

不

明

立

身

大小

建建

　　

@
四

追
三

　　

@
二

　　

@｝

深
蒲
萄

四韮」聾
　
一

浅
緑

深

進
四三二一

浅
蒲
萄

進
四三二一

浅

　　　俵2）
表中の（）は，推測のものを意味する。

天武・持統朝の爵位の大広は繁雑になるので省略した。
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の
注
を
つ
け
て
い
る
。
　
「
紫
色
之
最
浅
者
也
」
は
、
　
『
令
義
解
』
の
注
で
も
あ
り
、
平
安
初
期
の
蒲
萄
色
は
最
も
浅
い
紫
色
で
あ
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

で
あ
ろ
う
。
　
『
延
喜
式
』
縫
殿
寮
に
み
ら
れ
る
蒲
萄
染
め
の
染
料
が
紫
草
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
　
『
令
集
解
』

の
注
に
は
、
奈
良
時
代
の
蒲
萄
色
に
つ
い
て
は
異
説
の
あ
る
こ
と
が
記
る
さ
れ
て
い
る
。
特
に
『
古
記
』
に
、
「
青
色
、
鳩
染
是
也
」
と

み
え
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
　
『
古
記
』
は
、
大
宝
令
の
注
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
青
色
で
鳩
染
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。
青
色
と
は
、
禁
色
と
な
る
青
色
即
ち
麹
塵
の
こ
と
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
鳩
染
と
は
、
後
の
山
鳩
色
の
こ
と
で
、
『
延
喜
式
』

縫
殿
寮
に
み
ら
れ
る
青
白
橡
と
同
じ
も
の
で
あ
る
の
か
等
々
問
題
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
青
緑
系
統
の
色
で
あ
る
こ
と

に
は
間
違
い
な
い
。
四
年
後
の
持
統
天
皇
四
年
（
9
8
6
）
に
朝
服
色
の
改
定
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
は
、
蒲
萄
は
標
に
変
化

し
て
い
る
。
従
っ
て
、
藍
染
め
の
浅
い
色
で
あ
る
練
に
近
い
色
相
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
る
が
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
た

だ
、
藍
を
後
世
の
よ
う
に
建
て
な
い
で
、
青
葉
の
汁
だ
け
で
染
め
た
と
す
れ
ば
、
青
緑
色
に
染
ま
る
。
こ
の
当
時
の
藍
染
め
が
こ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
標
の
色
相
も
青
緑
色
の
浅
い
色
と
な
り
、
『
令
集
解
』
の
「
古
記
」
そ
の
他
の
注
の
蒲
萄
の
色
相
に
近
い
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
山
冠
位
で
あ
っ
た
人
の
服
色
が
、
一
つ
上
の
真
緋
に
移
行
し
な
い
で
、
ま
た
、
そ
の
ま
ま
元
服
色
の
紺
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
な
い

で
、
緑
と
な
っ
た
問
題
で
あ
る
が
、
真
緋
に
移
行
し
な
い
こ
と
は
後
ほ
ど
の
べ
る
と
し
て
、
紺
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の

色
相
が
深
紫
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
で
も
、
や
は
り
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
竜
朔
二

年
（
2
6
6
）
に
、

　
六
品
七
品
著
レ
緑
、
八
品
九
品
著
レ
青
、
深
青
乱
レ
紫
、
非
二
卑
品
所
ワ
服
、
望
請
二
改
六
品
七
品
著
レ
緑
、
八
品
九
品
著
ワ
碧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
唐
会
要
』
輿
服
）

一37一



の
如
く
、
深
青
は
紫
を
乱
す
か
ら
下
位
の
服
と
し
て
相
応
し
く
な
い
の
で
、
碧
に
改
め
る
よ
う
に
と
の
進
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
天
武
天
皇
十
四
年
の
服
色
制
度
は
、
ほ
ぼ
天
智
天
皇
三
年
の
位
冠
制
の
服
色
を
継
承
し
つ
つ
、
多
少
の
手

直
し
を
加
え
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
諸
臣
の
位
色
は
、
こ
う
し
て
天
智
朝
の
服
色
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
天
武
天
皇
は
、
こ
れ
ら
の
位
色
の
上
に
従
来
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
色
で
あ
る
朱
花
を
お
き
、
そ
れ
を
皇
族
の
色
と
し
た
の

で
あ
る
。
天
皇
を
中
心
と
し
た
強
固
な
中
央
集
権
国
家
建
設
を
目
差
し
て
い
た
天
武
天
皇
は
、
天
皇
に
連
ら
な
る
皇
族
と
、
そ
れ
以
外
の

臣
下
と
の
間
に
画
然
た
る
区
別
を
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
十
四
年
に
至
っ
て
始
め
て
そ
れ
が
実
現
し
た
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
親
王
、
王
の
色
と
な
っ
た
朱
花
で
あ
る
が
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
四
年
の
朝
服
制
定
の
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
注
に
、
　
「
波
泥
儒
」
と
訓
み
が
し
て
あ
り
、
一
般
に
「
ハ
ネ
ズ
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。
　
「
ハ
ネ
ズ
」
に
関
し
て
は
、
　
『
万
葉
集
』
に
も

次
の
四
首
の
歌
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

○
不
念
常
、
日
手
師
物
乎
　
翼
酢
色
之
　
変
安
寸
　
吾
意
可
聞
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
　
六
五
七
）

○
山
振
之
　
余
保
傲
流
妹
之
　
翼
酢
色
乃
　
赤
裳
之
為
形
　
夢
所
見
管
　
　
（
巻
十
一
　
二
七
八
六
）

○
夏
儲
而
　
開
有
波
祢
受
　
久
方
乃
　
雨
打
零
者
　
将
移
香
　
　
　
　
　
　
（
巻
八
　
一
四
八
五
）

○
唐
棟
花
色
之
　
移
安
　
情
有
者
　
年
乎
曽
寸
経
　
事
者
不
絶
而
　
　
　
（
巻
十
二
　
三
〇
七
四
）

一
四
八
五
番
は
、
大
伴
家
持
の
歌
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
、
　
「
唐
様
花
認
一
首
」
の
題
が
つ
い
て
い
る
。
唐
隷
花
は
歌
の
中
で
は
「
波
祢

受
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
唐
様
花
を
「
波
祢
受
」
と
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
唐
様
花
は
、
中
国
で
は
「
移
」
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

じ
で
、
　
「
郁
李
」
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
で
は
「
庭
梅
」
と
称
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
春
に
、
淡
紅
色
あ
る
い
は
白
色
の
花

を
つ
け
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
　
「
移
」
は
赤
色
の
庭
梅
と
も
い
わ
れ
、
赤
い
花
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
唐
棟
花
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の
「
様
」
の
字
は
、
伝
本
に
よ
り
異
っ
て
お
り
、
神
田
本
は
「
株
」
、
大
矢
本
は
「
榛
」
と
伝
え
て
い
る
。
　
「
橡
」
は
、
　
「
橡
」
と
す
れ

ば
「
や
ま
な
し
」
の
こ
と
で
あ
り
、
『
袖
中
抄
』
の
「
万
葉
裏
書
云
、
唐
様
花
ヤ
マ
ナ
シ
ノ
ハ
ナ
」
説
も
浮
ぴ
あ
が
っ
て
く
る
。
三
〇
七

四
番
は
、
歌
の
中
に
「
唐
様
花
」
が
よ
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
様
」
の
字
も
、
元
暦
本
は
「
擁
」
、
古
葉
略
類
聚
砂
と

西
本
願
寺
本
は
「
禄
」
、
温
故
堂
本
は
「
帳
」
、
大
矢
本
は
「
穣
」
と
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
先
の
大
矢
本
の
「
様
」
も
含
め
て
、
こ

れ
ら
の
字
に
適
切
に
該
当
す
る
花
木
は
見
当
ら
な
い
。
た
だ
、
訓
み
の
方
で
あ
る
が
、
仙
覚
本
の
写
本
で
あ
る
大
矢
本
は
、
　
「
ハ
子
ス
イ

ロ
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
古
点
本
で
あ
る
元
暦
本
、
類
聚
古
集
、
古
葉
略
類
聚
砂
は
「
ツ
キ
ク
サ
」
と
訓
ん
で
お
り
、
西
本
願
寺

本
、
京
都
帝
大
本
は
両
方
の
訓
み
を
伝
え
て
い
る
。
古
点
本
が
「
ツ
キ
ク
サ
」
と
伝
え
て
い
る
の
は
、
「
移
い
安
い
」
と
こ
ろ
か
ら
き
た

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
四
八
五
番
の
家
持
の
歌
で
は
明
ら
か
に
「
波
祢
受
」
と
う
た
わ
れ
て
お
り
、
「
ハ
ネ
ス
」
と
訓
む
方
が
順
当
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
は
ね
す
（
ず
）
」
は
、
唐
様
花
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
六
五
七
番
の
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
と
、
二

七
八
六
番
の
歌
の
「
翼
酢
色
」
で
あ
る
が
、
元
暦
本
、
嘉
暦
伝
承
本
、
神
田
本
は
「
ハ
ス
イ
ロ
」
と
訓
ん
で
お
り
、
仙
覚
の
『
万
葉
集
註

釈
』
は
、
古
点
本
の
「
ハ
ス
イ
ロ
」
を
間
違
い
と
し
、
「
ハ
子
ス
イ
ロ
」
を
正
し
い
と
し
た
。
従
っ
て
、
西
本
願
寺
本
、
金
沢
文
庫
本
、

大
矢
本
、
京
都
帝
大
本
、
温
故
堂
本
は
全
て
「
ハ
子
ス
イ
ロ
」
と
訓
み
を
伝
え
て
い
る
。
「
ハ
ス
イ
ロ
」
と
す
れ
ば
、
蓮
花
の
色
で
あ

り
、
そ
れ
は
紅
色
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
「
ハ
子
ス
イ
ロ
」
と
す
れ
ば
、
唐
棟
花
色
と
な
る
。
こ
の
四
首
の
歌
の
う
ち
、
三
首
ま
で
は
そ

の
色
の
移
い
や
す
い
こ
と
を
う
た
っ
て
お
り
、
一
般
に
は
、
そ
の
染
め
色
が
退
色
し
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

逆
に
、
花
の
方
に
移
い
や
す
い
要
因
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
唐
様
花
は
、
「
移
（
イ
）
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
移
（
イ
）
」

に
連
ら
な
る
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
大
伴
家
持
の
教
養
と
洒
落
が
、
　
「
ハ
ネ
ス
」
を
移
い
や
す
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性

も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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こ
の
『
万
葉
集
』
に
よ
ま
れ
た
「
は
ね
す
（
ず
）
」
と
、
天
武
朝
で
皇
族
の
色
と
な
っ
た
「
朱
花
」
と
は
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
朱
花
」
に
つ
い
て
も
、
種
々
の
色
が
考
え
ら
れ
る
。

①
蓮
花
と
す
る
。

　
魏
武
帝
の
子
曹
子
建
の
詩
に
、
「
朱
花
冒
縁
池
」
と
あ
り
、
注
に
、
「
朱
花
荷
花
也
」
と
み
え
る
。
即
ち
、
朱
花
は
荷
花
（
蓮
花
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
色
は
紅
色
で
あ
る
。
天
武
天
皇
は
、
深
く
仏
教
に
帰
依
し
て
お
り
、
皇
族
の
色
と
し
て
仏
教
に
連
な
る
蓮
花
の
色

　
を
採
用
し
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
注
の
「
波
泥
揺
」
も
、
　
「
ハ
チ
ス
」
と
読
め
な
く
は
な
い
。

②
唐
様
花
と
す
る

　
「
波
泥
濡
」
を
「
ハ
ネ
ズ
」
と
読
み
、
『
万
葉
集
』
の
「
ハ
ネ
ス
」
即
ち
唐
様
花
と
同
じ
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
白

　
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
淡
紅
色
か
紅
色
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

③
黄
丹
と
同
じ
と
す
る

　
朱
花
は
、
持
統
朝
の
服
制
で
は
不
明
と
な
る
が
、
養
老
令
の
衣
服
令
に
お
い
て
は
、
皇
太
子
の
色
が
黄
丹
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
連

　
な
る
色
相
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
「
波
泥
儒
」
は
、
　
「
ハ
ニ
ジ
」
と
も
読
め
る
。
　
「
ハ
ニ
ジ
」
は
、
　
「
ハ
ニ
ツ
チ
」
の
つ
づ
ま
っ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
で
、
即
ち
埴
土
で
染
め
た
色
で
は
な
い
か
。
松
田
壽
男
氏
に
よ
れ
ば
、
黄
丹
は
鉛
丹
と
も
い
わ
れ
、
俗
に
朱
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
で
、
オ
レ
ン
ジ
色
で
あ
る
。
後
に
は
『
延
喜
式
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紅
花
と
支
子
で
染
め
ら
れ
る
が
、
当
初
は
丹
で
染
め
て
い
た

　
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
丹
摺
り
は
、
古
く
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
染
色
方
法
で
あ
る
が
、
青
摺
り
と
同
じ
く
宗
教
的
意
味
合
の
濃
好

　
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
朱
花
は
、
朱
即
ち
丹
（
埴
土
）
で
染
め
た
色
で
は
な
い
か
。

④
紅
花
と
同
じ
と
す
る
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朱
花
と
は
、
文
字
通
り
朱
色
の
花
で
あ
り
、
そ
れ
は
オ
レ
ン
ジ
色
の
花
弁
を
も
っ
た
紅
花
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
後
の
紅
花
染
め
は
、

　
先
に
黄
色
色
素
を
抽
出
し
て
し
ま
っ
て
紅
色
色
素
の
み
を
残
し
て
染
色
す
る
の
で
紅
色
に
染
ま
る
。
従
っ
て
紅
を
染
め
る
花
な
の
で
紅

　
花
と
よ
ば
れ
た
の
で
あ
る
が
、
初
期
の
紅
花
染
め
は
、
単
純
に
花
弁
そ
の
も
の
の
色
素
で
染
色
し
た
の
で
は
な
い
か
。
前
田
雨
城
氏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
よ
れ
ば
、
花
弁
だ
け
で
オ
レ
ン
ジ
色
に
染
ま
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
オ
レ
ン
ジ
色
を
染
め
る
オ
レ
ン
ジ
色
の
花
弁
を
も
っ
た
花
が
朱
花

　
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
日
本
書
紀
』
に
つ
け
ら
れ
た
「
波
泥
儒
」
の
注
は
、
平
安
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
頃
に

　
は
、
朱
花
と
ハ
ネ
ズ
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ハ
ネ
ズ
は
唐
様
花
で
あ
る
か
ら
従
っ
て
、
紅
色

　
系
統
の
色
と
な
り
、
そ
れ
は
紅
花
染
め
の
色
相
と
同
じ
と
な
る
。
即
ち
、
朱
花
（
紅
花
）
は
、
ハ
ネ
ズ
色
を
染
め
る
染
料
で
あ
る
と
こ

　
ろ
か
ら
、
こ
の
注
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
天
武
朝
の
頃
の
朱
花
は
、
文
字
通
り
朱
色
に
染
め
る
染
料
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

　
る
。
蒲
萄
の
色
相
が
平
安
時
代
の
と
は
異
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
、
朱
花
（
紅
花
）
の
色
相
も
異
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で

　
あ
ろ
う
か
。

朱
花
に
つ
い
て
は
、
以
上
四
つ
の
色
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
①
と
②
は
紅
色
系
統
、
③
と
④
は
朱
色
系
統
の
色
で
あ
り
、
同
じ
赤

で
も
色
相
が
異
る
。
①
の
蓮
花
と
す
る
考
え
で
あ
る
が
、
朱
花
を
蓮
花
と
す
る
例
は
、
こ
の
曹
子
建
の
詩
の
注
し
か
見
当
ら
ず
信
愚
性
は

薄
い
。
ま
た
、
②
の
唐
様
花
も
、
　
「
波
泥
儒
」
の
注
に
の
み
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
根
拠
は
乏
し
い
。
③
も
④
も
種
々
の
問
題

を
含
ん
だ
ま
ま
で
あ
る
が
、
①
、
②
よ
り
信
葱
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
朱
花
は
、
朱
色
（
黄
赤
色
）
系
統
の
色
と
考
え
ら

れ
、
こ
れ
は
緋
と
同
系
色
と
な
る
。
即
ち
、
天
武
天
皇
十
四
年
の
服
色
制
度
で
、
緋
を
除
い
た
の
は
、
皇
族
を
象
徴
す
る
色
と
ま
ぎ
ら
わ

し
い
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）
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天
武
天
皇
は
、
こ
の
十
四
年
の
朝
服
色
に
よ
る
服
飾
制
度
を
制
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
推
古
朝
以
来
確
立
さ
れ
て
き
た
位
冠
制
下
の
服

色
制
度
を
基
本
的
に
継
承
し
な
が
ら
も
多
少
の
改
変
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
改
変
の
大
き
な
意
図
の
一
つ
は
、
皇
族
の
地
位
の
確

立
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
皇
族
を
象
徴
す
る
色
と
し
て
、
な
ぜ
朱
花
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
川
副
武
胤
氏
は
、
　
「
飛
鳥
考
－

古
藷
国
縣
量
考
の
う
ち
・
併
せ
て
色
名
追
考
β
の
注
で
・
天
覇
の
服
色
を
「
天
皇
の
服
色
は
春
は
責
秋
は
白
。
睾
（
皇

族
）
は
赤
（
朱
花
）
。
諸
臣
（
諸
氏
）
は
黒
（
そ
の
代
用
と
し
て
の
紫
）
。
」
と
さ
れ
、
青
は
山
口
同
天
原
系
の
当
色
で
天
皇
の
色
で
あ
り
、

赤
は
出
雲
系
の
当
色
で
皇
后
、
皇
子
の
色
で
あ
る
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
川
副
氏
の
説
で
は
、
皇
后
の
赤
、
更
に
「
后
の
色
が

赤
な
ら
天
皇
に
対
す
る
地
位
か
ら
考
え
て
、
皇
子
の
色
も
同
じ
く
赤
で
あ
る
に
相
違
な
い
」
と
し
て
お
ら
れ
る
皇
子
の
赤
も
根
拠
が
乏
し

い
。

　
天
武
天
皇
は
、
壬
申
の
乱
の
時
、
近
江
の
軍
と
の
識
別
の
印
と
し
て
赤
色
を
用
い
て
い
る
が
、
赤
に
対
し
て
特
別
な
感
情
を
持
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
天
武
天
皇
六
年
（
7
了
6
）
に
赤
鳥
が
献
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
献
上
し
た
人
を
厚
く
処
遇
し
て
お
り
、
ま

た
、
九
年
（
0
8
6
）
、
十
年
（
㎝
）
と
連
続
し
て
朱
雀
の
瑞
祥
が
、
ま
た
十
年
に
は
赤
亀
の
瑞
祥
が
と
、
赤
の
瑞
祥
が
た
び
た
び
あ
ら
わ

れ
た
と
『
日
本
書
紀
』
は
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
没
年
の
年
号
も
朱
鳥
で
あ
り
、
天
武
天
皇
が
赤
を
好
尚
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

唐
で
は
、
　
『
唐
書
』
車
服
志
に
よ
れ
ば
位
階
を
示
す
綬
の
色
は
、
皇
太
子
は
朱
、
親
王
は
練
朱
綬
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
朱
系
統
の
色
で
あ

る
。
唐
制
へ
の
志
向
を
抱
い
て
い
た
天
武
天
皇
は
、
従
来
の
位
冠
制
下
の
服
色
制
度
を
継
承
し
、
多
少
の
手
直
し
を
加
え
て
朝
服
色
を
定

め
た
の
で
あ
る
が
、
諸
臣
の
上
に
置
か
れ
た
皇
族
位
の
色
は
、
唐
制
に
な
ら
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
天
皇
自
身
の
赤
に
対
す
る

感
情
と
、
中
国
の
皇
族
位
の
色
と
が
一
つ
に
な
り
、
朱
花
が
日
本
の
皇
族
を
象
徴
す
る
色
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
五
年
後
の
、
持
統
天
皇
四
年
（
0
9
6
）
に
制
定
さ
れ
た
服
色
制
度
は
、
ほ
ぼ
唐
の
制
度
に
同
化
し
た
も
の
と
な
り
、
朱
花
は
、
　
『
日
本
書
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紀
』
の
記
述
で
は
、
姿
を
消
す
。
天
武
朝
で
朱
花
で
あ
っ
た
浄
位
は
、
一
、
二
位
が
黒
紫
、
三
、
四
位
が
赤
紫
へ
と
変
遷
す
る
の
で
あ
る

が
、
恐
ら
く
明
位
は
朱
花
を
継
承
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
文
武
天
皇
大
宝
元
年
（
1
0
7
）
の
服
制
で
は
、
親
王
の
四

品
以
上
全
て
黒
紫
と
な
り
、
朱
花
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
天
武
朝
に
お
い
て
、
皇
族
の
象
徴
の
色
と
し
て
定
め
ら
れ
た
朱
花
は
、
な
ぜ

そ
の
後
親
王
・
王
の
色
か
ら
消
え
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
鍵
は
、
持
統
天
皇
が
握
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
持
統
女
帝
の
最
愛
の

皇
太
子
草
壁
皇
子
は
、
持
統
天
皇
三
年
（
8
9
6
）
四
月
に
琵
去
す
る
の
で
あ
る
が
、
丁
度
一
年
後
の
四
月
に
位
色
の
改
定
を
行
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
天
武
朝
、
持
統
朝
を
と
お
し
て
、
皇
族
の
叙
位
例
を
み
る
と
、
皇
太
子
で
あ
っ
た
草
壁
皇
子
が
最
高
で
、
浄
広
一
、
次
い
で
大

津
皇
子
が
浄
大
二
、
以
下
、
高
市
、
穂
積
、
長
皇
子
等
が
浄
広
二
、
浄
大
三
で
あ
る
。
た
だ
、
高
市
皇
子
は
後
に
太
政
大
臣
と
な
り
浄
広

一
に
昇
任
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
皇
太
子
で
さ
え
浄
位
で
あ
り
、
明
位
を
授
け
ら
れ
た
例
は
見
当
ら
な
い
。
従
っ
て
、
持
統
朝
の
服
制
に

お
い
て
明
位
が
朱
花
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
着
用
し
た
人
は
い
な
い
こ
と
と
な
る
。
朱
花
は
、
持
統
天
皇
の
最
愛
の
息
子
、
草
壁

皇
子
の
服
色
で
あ
る
。
女
帝
に
と
っ
て
朱
花
は
、
皇
子
の
象
徴
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
皇
子
の
死
後
、
そ
の
色
を

実
際
に
着
用
者
の
い
な
い
明
位
の
色
の
み
に
限
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
朱
花
は
、
皇
族
を
象
徴
す
る
色
か
ら
、
草
壁
皇
子

の
位
の
色
即
ち
皇
太
子
を
象
徴
す
る
色
に
昇
格
し
た
。
そ
れ
が
黄
丹
と
し
て
、
衣
服
令
に
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

　
以
上
、
白
鳳
時
代
の
位
冠
制
度
か
ら
、
服
色
制
度
へ
の
位
色
の
変
遷
の
経
過
と
そ
の
意
味
に
焦
点
を
あ
て
て
、
私
見
を
の
べ
た
の
で
あ

る
が
、
結
論
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
問
題
提
起
の
形
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
。
今
後
、
更
に
研
究
を
重
ね
て
い
く
つ
も

り
で
あ
る
が
、
多
く
の
方
々
の
御
意
見
、
御
批
判
を
拝
聴
出
来
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
。
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〔
注
〕

ω
『
日
本
書
紀
』
は
、
全
て
岩
波
書
店
刊
の
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

㈲
詳
細
は
「
冠
位
十
二
階
の
当
色
に
つ
い
て
」
に
ゆ
ず
る
が
、
結
論
は
表
2
を
参
照

㈲
猪
熊
兼
繁
氏
は
、
『
古
代
の
服
飾
』
　
（
至
文
堂
）
で
こ
の
解
釈
を
し
て
お
ら
れ
る
し
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
　
（
岩
波
書
店
）
の
頭
注

　
も
こ
の
解
釈
で
あ
る
。

ω
関
根
正
直
氏
は
、
　
『
服
制
の
研
究
』
　
（
古
今
書
院
）
で
、
こ
の
解
釈
を
し
て
お
ら
れ
る
。

紛
田
中
尚
房
氏
は
、
　
『
歴
世
服
飾
考
』
　
（
明
治
図
書
）
で
、
こ
の
解
釈
を
し
て
お
ら
れ
る
。

㈲
一
般
に
、
日
本
服
飾
史
上
、
鐙
冠
は
日
常
か
ぶ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
の
烏
帽
子
に
連
ら
な
る
も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
説

　
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ω
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
　
（
岩
波
書
店
）
の
頭
注
に
、
河
村
秀
根
著
『
書
紀
集
解
』
の
解
釈
が
あ
げ
て
あ
る
。

圖
猪
熊
兼
繁
著
『
古
代
の
服
飾
』
　
（
至
文
堂
）
参
照

紛
「
冠
位
十
二
階
の
当
色
に
つ
い
て
」
で
、
織
冠
は
皇
子
、
繍
冠
は
諸
王
の
位
と
思
わ
れ
る
と
の
ぺ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、
皇
子
、
王
、
臣
下
と
位
冠

　
が
画
然
と
分
け
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
に
思
わ
れ
て
き
た
の
で
、
そ
の
点
は
訂
正
し
た
い
。

⑳
諸
王
五
位
制
に
つ
い
て
は
、
押
部
佳
周
氏
が
、
　
「
皇
親
の
冠
位
、
位
階
制
に
つ
い
て
」
　
（
『
続
日
本
書
紀
研
究
』
慨
）
で
詳
細
に
論
じ
て
お
ら
れ

　
る
。
諸
王
五
位
制
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
氏
は
、
こ
の
論
文
で
は
天
武
朝
説
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
　
「
天
智
十
年
の
冠
位
法
度
の
施
行
に
つ
い

　
て
」
　
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
㎜
）
で
は
、
天
智
朝
成
立
説
に
変
更
し
て
お
ら
れ
る
。

⑳
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
叙
任
例
を
み
て
も
、
右
大
臣
の
丹
比
真
人
で
さ
え
正
広
三
で
あ
る
。

㈱
『
延
喜
式
』
縫
殿
寮
に
は
、
蒲
萄
染
め
料
と
し
て
、
　
「
綾
一
疋
。
紫
草
三
斤
。
酢
一
合
。
灰
四
升
。
薪
四
十
斤
。
」
と
あ
る
。

⑯
『
万
葉
集
』
は
、
岩
波
書
店
刊
、
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

ω
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
る
。

鮒
上
村
六
郎
氏
は
、
「
上
代
文
学
に
現
れ
た
る
色
名
色
彩
並
に
染
色
の
研
究
」
（
『
上
村
六
郎
染
色
著
作
集
』
思
文
閣
）
の
序
説
で
蓮
花
説
を
の
べ
て

　
お
ら
れ
る
。

㈲
松
田
壽
男
著
『
古
代
の
朱
』
　
（
学
生
社
）
参
照
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㈲
『
延
喜
式
』
縫
殿
寮
に
「
黄
丹
綾
一
疋
。
紅
花
大
十
斤
八
両
、
支
子
一
斗
二
升
、
酢
一
斗
、
麩
五
升
、
藁
四
囲
、
薪
一
百
八
十
斤
」
と
み
え
る
。

⑯
前
田
雨
城
著
『
日
本
古
代
の
色
彩
と
染
』
　
（
河
出
書
房
新
社
）
参
照

㈲
『
史
学
雑
誌
』
第
8
9
編
4
号
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